
更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

内閣官
房
内閣府
厚生労
働省

平成27年度より施行された子ども・子育て支援新制度においては、保
育の実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観的な基準
に基づき、保育の必要性を認定した上で、施設型給付及び地域型保育
給付を行うこととしています。
保育の必要性認定に当たっては①事由（保護者の就労、疾病など）、
②区分（保育標準時間、保育短時間の２区分）について国が基準を設
定しています。
しかしながら、実際の運用に当たっては、国が設定する基準をさらに細
分化、詳細設定を行うなど、各市町村における実情を踏まえつつ、適切
に運用いただいています。

子ども・子育て支
援法
児童福祉法

281101036
28年

11月1日
28年

11月16日
28年

12月28日

保育所入所
に係る各市区
町村の各種
証明書の記
載項目の簡
素化・統一化

規制改革
推進会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

受付番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

検討に着
手

政府においては、保育の「支給認定申請書」及び「保育施設等利用申込書」について、平成29
年９月以降の申請・申込からオンラインでの提出が可能とすることとしています。添付される就
労証明書についても電子入力が可能な様式の提供を検討しており、様式の項目や手続につい
て、全市町村を対象とした調査を内閣官房を中心に実施しているところです。調査結果を踏ま
えながら、各種証明書の記載項目の簡素化・統一化についても検討してまいります。

◎

281101041
28年

11月1日
28年

11月16日
28年

12月28日

保育所の入
所申込時に
必要な就労証
明書の様式
の標準化

【具体的内容】
　保育所の入所申込時、申込者（入所者の保護者）の勤務先企業が記入・証明する「就労証明書」に
ついて、地方自治体ごとに様式が異なるため、国が標準様式を作成・周知することにより統一すべき
である。
　なお、地域における特段の実情に基づき、自治体が標準様式以外の事項の提出を求める必要があ
る場合は、申込者が最低限の情報を記入し、各企業各個による勤務実績様式での証明でよいことと
する等、可能な限り企業・申込者に負担が生じないようにすべきである。

【提案理由】
　保育所の入所申込にあたっては、保護者は自治体に対して「保育の必要性の認定」の申請を行い、
自治体は客観的な基準に基づき審査を行うこととされている。自治体による審査基準は、国が設定し
た基準に、地域における実情を加え、各自治体が各々独自に定めている。
　審査基準には保護者の就労に係る事項が含まれるため、保育の必要性認定申請の際には、「就労
証明書」（勤務先が記入・捺印したもの。名称や様式は自治体により異なる）の提出が必要とされてい
る。しかしながら、「就労証明書」の様式および記入項目が自治体ごとに異なるため、企業側は証明
書の作成業務を定型化できず、社員（保護者）から証明依頼を受ける都度、記入項目について個別
に調査して手書きで記入せざるを得ない。加えて、経年傾向として就労証明書の記載欄が年々増加
傾向にあるため、申請者である社員（保護者）と証明を行う企業側の負担が増え続けている。
　育児と仕事の両立にあたっては、育児中の社員の申請負担軽減とともに、当該社員を雇用する企
業側の負担を軽減することも重要である。大手企業では社員が居住する市町村の数も多岐にわたる
ため、企業負担を軽減する観点から、就労証明書の様式の標準化を実現すべきである。なお、地域
における特段の実情に基づき、自治体が標準様式以外の事項の提出を求める必要がある場合は、
申込者が最低限の情報を記入し、各企業各個による勤務実績様式での証明でよいこととする等、可
能な限り企業・申込者に負担が生じないようにすべきである。
　要望の実現により、証明書作成の省力化・自動化が可能になり、社員（保護者）および企業の負担
軽減に寄与すると考えられる。
　政府の「子育てワンストップ検討タスクフォース」のとりまとめでは、「就労証明書の電子的入力が可
能な様式を提供する」とあり、様式が統一されないままオンライン化が進む恐れがあるため、オンライ
ン化と併せて様式の統一を検討すべきである。

(一社）日
本経済
団体連
合会

内閣官
房
内閣府
厚生労
働省

平成27年度より施行された子ども・子育て支援新制度においては、保
育の実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観的な基準
に基づき、保育の必要性を認定した上で、施設型給付及び地域型保育
給付を行うこととしています。
保育の必要性認定に当たっては①事由（保護者の就労、疾病など）、
②区分（保育標準時間、保育短時間の２区分）について国が基準を設
定しています。
しかしながら、実際の運用に当たっては、国が設定する基準をさらに細
分化、詳細設定を行うなど、各市町村における実情を踏まえつつ、適切
に運用いただくことが不可欠です。

子ども・子育て支
援法
児童福祉法

検討に着
手

政府においては、保育の「支給認定申請書」及び「保育施設等利用申込書」について、平成29
年９月以降の申請・申込からオンラインでの提出が可能とすることとしています。添付される就
労証明書についても電子入力が可能な様式の提供を検討しており、様式の項目や手続につい
て、全市町村を対象とした調査を内閣官房を中心に実施しているところです。調査結果を踏ま
えながら、就労証明書の標準化についても検討してまいります。

◎

【具体的内容】
市区町村毎に提出が求められている保育所入所にかかる証明書（就労証明書・育児休業証明書・復
職証明書等）のフォームについて、提出者の事務負担軽減を図るべく、簡素化・統一化を図る。
本要望は、「ニッポン一億総活躍プラン」（2016年６月２日閣議決定）における工程表の中で、「保育記
録や運営費申請等の書類の簡素化・自治体間のバラツキを解消する」とされている施策の対象であ
る。したがって早期に実現する方向で、スケジュールを明確化して取り組むべきである。

【提案理由】
平成27年度より施行された子ども・子育て支援新制度においては、保育の実施主体である市町村
が、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を認定した上で、施設型給付及び
地域型保育給付を行うこととされている。保育の必要性認定に当たっては①事由（保護者の就労、疾
病など）、②区分（保育標準時間、保育短時間の２区分）について国が基準を設定しているが、実際
の運用に当たっては、国が設定する基準をさらに細分化、詳細設定を行うなど、各市町村における実
情を踏まえつつ、個々に設定している。

これらの保育所入所にかかる各種証明書について、現状では各市区町村ごとに異なる汎用フォーム
が提供されており、必要記入項目、項目定義等、内容がそれぞれ異なっているケースが存在する。そ
のため、証明書の記入・発行にあたり、従業員の住所地ごとに異なるフォームへ、必要項目・項目定
義の確認、情報検索を１件づつ行いながら、記入する必要がある。こうした作業は、企業側にとって
多大な負担となっている。

そこで、フォームの簡素化・統一化が図られれば、当該作業のシステム化は容易となり、企業側の負
担を大きく削減できる。今後、育児と仕事の両立を目指す従業員はさらに増加すると見込まれること
から、保育所入所証明書発行件数も増加すると考えられるため、フォームの簡素化・統一化に向けて
早急に取り組むべきである。

(一社）日
本経済
団体連
合会



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

規制改革
推進会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

受付番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

281102009
28年

11月2日
28年

11月16日
29年

1月31日

災害発生時、
通行規制区
域内への侵
入許可

大規模災害発生に備え「(事前)通行許可証」の発行を検討いただきたい。
現状、物流会社は、自治体(都道府県)に事前申請し、「事前届出済証」が発行される。災害による通
行止め発生時、物流会社は「事前届出済証」を自治体の地域振興センターに持参し「通行許可証」を
発行してもらい、通行止め検問にて「通行許可書」を提示する。
これを以下の通り提案する。
物流会社は、自治体(都道府県)に事前申請し、「通行許可証」が発行される。通行止め検問にて「通
行許可書」を提示する。また、自治体により交付・運用方法が異なるため、全国統一での運用を検討
いただきたい。
事前届出済証発行の所轄団体でも各県自治体・各県公安委員会と存在し、縦割りな手順系統が存
在することから申請手順が異なり弊害が出ている。

(一社)日
本フラン
チャイズ
チェーン
協会

内閣府
警察庁
総務省

　災害対策基本法施行令（昭和37年政令第288号）第33条第１項の規
定により、都道府県知事又は都道府県公安委員会は、災害応急対策
に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災
害応急対策を実施するため運転中の車両については、車両の使用者
の申出により、当該車両が緊急通行車両であるか否かの確認を行い、
緊急通行車両であることを確認した場合は、同条第２項に基づき、災害
対策基本法施行規則（昭和37年総理府令第52号）第６条に定める様式
の標章及び証明書を交付しています。
　標章を掲示し証明書を備え付けている緊急通行車両は、都道府県公
安委員会が災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第76条第１項の
規定に基づく交通規制を実施している道路の区間を通行することがで
きます。
　また、警察庁では、東日本大震災に伴う対応等を踏まえ、平成24年３
月に「大規模災害に伴う交通規制実施要領」を作成し、交通検問所に
おける標章及び証明書の交付を含む緊急通行車両の事前届出制度等
について定めています。

災害対策基本法
第76条第１項
災害対策基本法
施行令第33条第
１項
災害対策基本法
施行規則第6条

前段：対
応不可

後段：現
行制度下
で対応可
能

　災害時の交通規制では、標章の交付枚数（緊急通行車両の確認を行った車両の台数）を把
握して、緊急交通路の交通容量等を踏まえた規制の見直しに反映することとしており、東日本
大震災においては、交付枚数を把握することにより交通規制を実施する区間の縮小や通行を
認める車両の範囲の拡大等の交通規制の見直しを行いました。
　仮に標章を事前交付した場合、発災後、事前届出を行った全ての車両が使用されるとは限ら
ないため、緊急通行車両の正確な台数が把握できなくなり、緊急交通路の交通容量等を踏ま
えた適切な交通規制が行えず、人命救助等の災害応急対策に支障が生じることとなるため、
標章を事前に交付することはできません。
　なお、事前届出を行った車両は、発災時、緊急交通路上に設置される交通検問所において
も、確認を受けて標章及び証明書の交付を受けることができることから、発災後に標章及び証
明書の交付を受けるため、地域振興センターを経由して交通検問所に向かう必要は必ずしもな
いものと考えられます。
　また、緊急通行車両の「事前届出済証」の交付に係る手順等の運用方法については、災害対
策基本法制定時の「災害対策基本法の施行について（通達）」（昭和37年７月20日付け自治乙
行発第６号・自消甲総発第93号）において、緊急通行車両であることの確認の円滑な実施を図
るため、都道府県知事と都道府県公安委員会は、相互の連絡調整について十分に配慮が望ま
れる旨を都道府県知事宛て通達しています。加えて、警察庁では、「大規模災害に伴う交通規
制実施要領の制定について」（平成24年３月８日付け警察庁丙規発第７号等）により緊急通行
車両等の事前届出についての取扱い等を定めて各都道府県警察に示しており、同通達におい
ても、都道府県公安委員会は、事前届出の受理及び届出済証の交付を受けた者から申出が
あった場合の取扱い等について、都道府県知事と必要な調整を図るものとしております。

　

住民基本台帳法
第11条、第11条
の２、第12条、第
12条の２、第12条
の３

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等に
関する法律第9
条、附則第6条第
1項、第3項、第4
項

281107003
28年

11月7日
28年

12月19日
29年

1月31日

官民が保有
する情報を連
携するための
基盤の構築
による行政機
関保有情報
の民間利活
用の推進

対応不可

現行制度
下で対応
可能

住民基本台帳から住所等の情報を入手するためには、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳
の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付によるべきものであり、ご要望のように、行政
機関が保有する住所等の情報を民間でも活用可能とするデータの基盤構築については、認め
られません。
また、ご要望のような情報の提供については、不必要な情報まで提供するおそれがあること、
住民基本台帳の情報が容易かつ大量に入手できるとともに、容易に他者に拡散するおそれが
あること等、個人情報保護の観点から適切でないため、制度化することはできないと考えてい
ます。

なお、公的個人認証サービスは住民票と連動しており、２種類の電子証明書の失効情報を確
認することで、基本４情報の変更や住民票の消除といった異動の契機を把握することができま
す。この仕組みは平成28年１月から民間事業者にも開放されており、顧客の現況確認等に活
用可能であることから、これを活用していただきたいと考えています。

一方で、マイナンバーそのものの利用範囲の見直しについては、番号法の規定に基づき、現行
の利用事務との関連性が高く、国民の利便性や行政の効率化の観点から効果の期待される戸
籍事務、旅券事務等への拡大の可能性について、内閣官房において検討を行っているところ
です。

　

【具体的内容】
　国民の利便性の向上（確実な保障の受領や手続負担の軽減等）ならびに行政機関および民間事業
者のサービス品質の向上や事務効率化、コスト低減等を図る観点から、官民が保有する情報を連携
するための基盤を構築し、本人の事前同意等を前提として、行政機関が保有する住所等の情報の民
間利活用を可能とすべきである。

【提案理由】
　現在、官民が保有する情報を連携するための基盤が存在しないため、情報の有効な利活用が図ら
れておらず、国民・行政機関・民間事業者に多大なコスト・時間・労力が発生している。
　番号法によりマイナンバー制度が開始されたが、マイナンバーの利用範囲は法律または地方公共
団体の条例で限定的に定められており、現在の利用範囲である社会保障・税・災害対策の3つの行
政分野の事務以外での利用については、番号法附則第6条において、法律の施行後3年（2018年10
月）を目途として国民の理解を得つつ所要の措置を講ずるとされている。
　また、災害対策の分野については、たとえば生命保険会社は、激甚災害発生時に支払調書に記載
する目的で保有している保険契約者や保険金受取人のマイナンバーを自社内で顧客検索のキーとし
て利用することができるが、安否情報や避難先の確認等には利用することができない。
　今般、「日本再興戦略2016」において、災害発生時等におけるマイナンバー制度を用いたより効果
的な避難状況等の把握等につながる情報共有のあり方について方針を取りまとめることが掲げられ
た。生命保険会社は東日本大震災に際して安否確認や保険金等の請求勧奨に努めたが、たとえば
災害発生時に生命保険会社からの照会にもとづき、警察や市区町村が被災した被保険者等に関す
る情報（死亡情報、最新の住所、避難先等）を提供できることが明確になれば、被災者はより迅速か
つ確実に保障の提供を受けることが可能となる。さらに、公的な社会保障を補完する生命保険事業
の公共性に鑑み、本人の事前同意等を前提として、生命保険会社が平時においても行政機関保有
情報を利用することができれば、迅速かつ確実な保険金等の支払や適切な保全サービスの提供に
つながり、安全・安心かつ豊かな国民生活の実現に寄与すると考えられる。
　官民が保有する情報を連携するための基盤の構築にあたっては、たとえば生命保険会社が、引越
しや死亡等のライフイベントに応じたワンストップサービスの一環として終身年金・死亡保険金の支払
や住所変更の手続き等を迅速かつ確実に提供することや、マイナポータルの電子私書箱を利用して
保険料控除証明書の交付等や必要な情報をタイムリーかつ確実に提供するなど、マイナンバー制度
のインフラを活用して国民の利便性向上や高齢者に対する契約管理・支払管理態勢の強化につなげ
ることも重要である。

(一社）日
本経済
団体連
合会

内閣官
房
内閣府
総務省

住民基本台帳に記録されている住所情報を含めた個人情報を入手す
るためには、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求又は住民票の写
しの交付請求により行うこととされており、また、個人情報保護の観点
から、一定の要件を満たさない限り、入手することはできないこととされ
ています。

具体的には、
①請求者本人または同一世帯員は、自身の住民票の写しの交付請求
が可能であること、
②一方、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行す
るために必要であると認められる場合に限り、閲覧または住民票の写
しの交付を請求することが可能であること、
③また、それ以外の第三者は、公益性の高い活動を行うために必要で
あると市町村長が認める場合に閲覧を請求することが可能であり、ま
た、自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体
に提出するため等、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある
場合に限り、住民票の写し等の交付を申し出ることが可能であること、
とされています。

マイナンバー法では、マイナンバーの利用範囲について、社会保障分
野、税分野、災害対策の分野で利用することが規定されています。
また、マイナンバーの利用範囲は、番号法附則第6条第1項において、
法律の施行後3年を目途として、必要があると認めるときは、国民の理
解を得つつ所要の措置を講ずるとされています。
なお、マイナポータルは平成29年1月より利用が開始され、マイナン
バー法の附則においては、その設置後、適時に、国民の利便性の向上
を図る観点から、民間における活用を視野に入れて検討を加え、その
結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとされています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

規制改革
推進会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

受付番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

28年
11月29日

28年
12月19日

29年
1月31日

組換えDNA技
術を応用した
生物を利用し
て製造され、
高度に精製さ
れた食品に係
る安全性評価
の考え方の策
定

281129001
28年

11月29日
28年

12月19日
29年

1月31日

組換えDNA技
術を応用した
生物を利用し
て製造され高
度に精製され
た食品に係る
安全性評価
の考え方策定
要望

　組換えDNA技術により得られた食品は、食品衛生法第１１条第１項の規定に基づき定められた「食
品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第３７０号）」において厚生労働大臣が定める安全性
審査を経たものでなければならないと定められている。
　厚生労働省は、同告示に基づき遺伝子組換え食品等について品目ごとに食品安全委員会の意見
を聴き安全性審査を行っている。そのうち、アミノ酸等の組換え微生物を利用して製造され最終産物
が高度に精製された非タンパク質性（以下、高度精製）の添加物については、食品安全委員会にて
「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製され
た非タンパク性添加物の安全性評価の考え方」（附則）に基づき審議され本則での安全性確認が必
要ない場合には「遺伝子組換え添加物に該当しないとみなす」取扱いを行っている。同審査で安全性
確認済みの高度精製添加物は44品目あり、実績が集積されている。
　一方、食品には製造過程や最終産物の品質が高度精製添加物と同等の高度精製品であっても遺
伝子組換え食品（微生物）（本則）の評価方法しかない現状がある。高度精製食品は欧米では組換え
食品に該当しない。日本も国際協調の観点からも遺伝子組換え食品に該当しないと見なされるため
に本則評価でなく高度精製添加物と同様に附則による評価が必要である。
　食品は添加物とは異なり、様々な形態のものがあるが高度精製食品に該当するものは高純度の化
合物におのずと限定され、高度精製添加物と同様、非タンパク性のものでかつアミノ酸、核酸、ビタミ
ン、糖類等が申請対象になると想定される。食品の規格は企業の自主規格である点は添加物と異な
るが、当該食品と生化学的、栄養・生理学的に類似し、かつ使用実態や安全性情報が類似した添加
物の公定書規格を引用する等で、当該食品の自主規格の妥当性も食品安全委員会において評価し
うると考える。
　なお「医薬品的効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）」の食品衛生法上の
取り扱いの改正について」の「別添（４）（５）」収載の成分本質（原料）には、微生物を利用し製造され
た非タンパク性のものが多く存在し将来的に組換え微生物を利用し製造された多くの高度精製食品
の市場導入が想定されるため、食品産業における技術発展の観点からも、ぜひとも早期の附則策定
を検討頂きたい。

国際アミ
ノ酸科学
協会

内閣府
厚生労
働省

　遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品又は添加物について
は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、食品、添加物等の規格基
準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）及び組換えDNA技術応用食品及
び添加物の安全性審査の手続（平成１２年厚生省告示第２３３号）に基
づき、品目ごとに厚生労働省が食品安全委員からの意見を聴いた上
で、その安全性について審査を行っています。
　食品安全委員会が実施している遺伝子組換え添加物や食品のリスク
評価においては、安全性が確認された既存の添加物や食品と比較し、
その安全性が同等以上であるかを確認します。
　添加物に関しては、厚生労働省では、食品衛生法に基づき、公衆衛
生の見地から、成分規格を設定するなどの管理措置を取っています。
食品安全委員会では、この管理措置を前提とし、遺伝子組換え添加物
のうち、高度に精製され、かつ非タンパク質性の添加物については、本
規格を満たす既存の添加物と同等の精製度であるか等、通常よりも評
価項目を絞った評価を行っており、この考え方について「遺伝子組換え
微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が
高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方（平成
１７年４月２８日食品安全委員会決定）」という附則を定めています。本
附則により安全性評価が終了した添加物が、いわゆる高度精製添加
物と呼ばれているものです。一方、遺伝子組換え微生物を利用して製
造された食品については、遺伝子組換え食品（微生物）の安全性評価
基準（平成２０年６月２６日食品安全委員会決定）により、その安全性を
評価する仕組みとなっております。

食品衛生法 その他

 　御提案のいわゆる高度精製食品については、食品と添加物ではその取扱いに異なる部分が
あることから、摂取量や摂取形態等を勘案し、高度精製添加物と同様の安全性審査の方法を
とれるかどうかを含め、リスク管理機関である厚生労働省及びリスク評価機関である食品安全
委員会が連携し、当面は、個別の事例において対応していくことを検討しております。

△

その他

 　御提案のいわゆる高度精製食品については、食品と添加物ではその取扱いに異なる部分が
あることから、摂取量や摂取形態等を勘案し、高度精製添加物と同様の安全性審査の方法を
とれるかどうかを含め、リスク管理機関である厚生労働省及びリスク評価機関である食品安全
委員会が連携し、当面は、個別の事例において対応していくことを検討しております。

△

（具体的内容）
遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された
非タンパク性食品について安全性評価の考え方（附則）を策定して欲しい。

（提案理由）
「組換え微生物を利用して製造され、最終産物が高度に精製された非タンパク性」（以下、「高度精
製」）の食品は、海外の多くでは組換え規制の対象外であり、組換え食品に該当しないが、国内では
組換え操作を含む製法で作られたものは最終産物に組換え体を含まないものであっても安全性審査
の対象となる。現在、高度精製「添加物」については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添
加物の安全性評価基準」の下、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸
等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方（附則）」に則って
安全性審査を経たものは、遺伝子組換え食品に該当しないと見なされる。しかし、高度精製「食品」に
ついては、食品安全委員会は、製造で用いた微生物を最終的に全て取り除いた産物を想定した安全
性の考え方を有しない。高度精製食品が対象となる「遺伝子組換え食品（微生物）の安全性評価基
準」には、「多岐に亘る遺伝子組換え食品（微生物）を一律の基準で評価することが困難な場合に
は、個別に「安全性の考え方」を追加して評価を行うことも必要とされる」と明記されているにも関わら
ず、現状は最終産物に組換え体を含む食品と同様、本則による審査を経たのち、「遺伝子組換え食
品として安全である」との認可を受けることになり、国際基準との大きなかい離がある。そのため、今
やバイオ産業が大きな技術革新を見せ、種々の食品生産が組換え微生物発酵で可能となっている
昨今も、一件の申請も本則で評価を終えていないのが実情である。「高度精製食品の安全性の考え
方」がない実情は、国内食品産業の発展阻害、ひいては国民が食品を安く購入する機会の消失を生
んでいるとの懸念がある。さらには、高度精製品が組換え規制の対象か否かを判断する術がなく、国
内の規制を十分理解せず輸入された違反品を取り締まることは困難である。以上より、国内の規制
を遵守する企業を支える観点からも、高度精製食品の安全性審査の枠組み作り（安全性評価の考え
方（附則）の策定）を早期に行って頂きたい。

日本バイ
オ産業人
会議

内閣府
厚生労
働省

　遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品又は添加物について
は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、食品、添加物等の規格基
準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）及び組換えDNA技術応用食品及
び添加物の安全性審査の手続（平成１２年厚生省告示第２３３号）に基
づき、品目ごとに厚生労働省が食品安全委員からの意見を聴いた上
で、その安全性について審査を行っています。
　食品安全委員会が実施している遺伝子組換え添加物や食品のリスク
評価においては、安全性が確認された既存の添加物や食品と比較し、
その安全性が同等以上であるかを確認します。
　添加物に関しては、厚生労働省では、食品衛生法に基づき、公衆衛
生の見地から、成分規格を設定するなどの管理措置を取っています。
食品安全委員会では、この管理措置を前提とし、遺伝子組換え添加物
のうち、高度に精製され、かつ非タンパク質性の添加物については、本
規格を満たす既存の添加物と同等の精製度であるか等、通常よりも評
価項目を絞った評価を行っており、この考え方について「遺伝子組換え
微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が
高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方（平成
１７年４月２８日食品安全委員会決定）」という附則を定めています。本
附則により安全性評価が終了した添加物が、いわゆる高度精製添加
物と呼ばれているものです。一方、遺伝子組換え微生物を利用して製
造された食品については、遺伝子組換え食品（微生物）の安全性評価
基準（平成２０年６月２６日食品安全委員会決定）により、その安全性を
評価する仕組みとなっております。

食品衛生法281129024



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

規制改革
推進会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

受付番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

29年
1月31日

高度精製品
の「組換え
DNA技術応
用食品及び
添加物の安
全性審査」免
除や安全性
評価方法の
国際調和

281130011
28年

11月30日
28年

12月19日
29年

1月31日

各市区町村
の保育所入
所にかかる各
種証明書の
記載項目の
統一化

市区町村毎に提出が求められている保育所入所に係る証明書（就労証明書・育児休業証明書・復職
証明書等）のフォームについて、提出者の事務負担軽減を図るべく、簡素化・統一化を図る。
本要望は、「ニッポン一億総活躍プラン」（2016年6月2日閣議決定）における工程表の中で、「保育記
録や運営費申請等の書類の簡素化・自治体間のバラツキを解消する」とされている施策の対象であ
る。したがって早期に実現する方向で、スケジュールを明確化して取り組むべきである。
なお、本要望が一億総活躍施策の対象外であった場合も、自治体間のバラツキ解消等は保育サー
ビス利用者の負担軽減を通じ「一億総活躍」に寄与すると考える。
・平成27年度より施行された子ども・子育て支援新制度においては、保育の実施主体である市町村
が、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を認定した上で、施設型給付及び
地域型保育給付を行うこととされている。保育の必要性認定に当たっては(1)事由（保護者の就労、疾
病など）、(2)区分（保育標準時間、保育短時間の２区分）について国が基準を設定しているが、実際
の運用に当たっては、国が設定する基準をさらに細分化、詳細設定を行うなど、各市町村における実
情を踏まえつつ、個々に設定している。
・保育所入所に係る各種証明書について、現状では市区町村毎に異なる汎用フォームが提供されて
おり、必要記入項目、項目定義等、内容がそれぞれ異なっているケースが存在する。そのため、証明
書の記入・発行にあたり、フォームごとに異なる必要項目・項目定義の確認、情報検索を１件ずつ行う
必要がある。こうした作業は、企業側に多大な負担となっている。また、サービス利用者にとっても負
担となるケースが発生している。
・フォームの簡素化・統一化が図られれば、当該作業のシステム化は容易となり、企業側の負担を大
きく削減できる。今後、育児をしながら仕事をする人がさらに増加すると見込まれ、各種証明書発行
件数の増加も考えられ、フォームの簡素化・統一化に早急に取り組むべきである。なお、簡素化の上
統一が望ましいものの、仮にそれらが困難な場合は簡素化より統一化を優先いただきたい。即ち、昨
年回答で「保育の実施主体である市町村が地域の実情に鑑みて適切に実施」している点も考慮し、
個々の自治体による判断が損なわれぬよう記載項目の拡大も含めご検討賜りたい。

(一社)日
本損害
保険協
会

内閣官
房
内閣府
厚生労
働省

平成27年度より施行された子ども・子育て支援新制度においては、保
育の実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観的な基準
に基づき、保育の必要性を認定した上で、施設型給付及び地域型保育
給付を行うこととしています。
保育の必要性認定に当たっては①事由（保護者の就労、疾病など）、
②区分（保育標準時間、保育短時間の２区分）について国が基準を設
定しています。
しかしながら、実際の運用に当たっては、国が設定する基準をさらに細
分化、詳細設定を行うなど、各市町村における実情を踏まえつつ、適切
に運用いただいています。

子ども・子育て支
援法
児童福祉法

検討に着
手

政府においては、保育の「支給認定申請書」及び「保育施設等利用申込書」について、平成29
年９月以降の申請・申込からオンラインでの提出が可能とすることとしています。添付される就
労証明書についても電子入力が可能な様式の提供を検討しており、様式の項目や手続につい
て、全市町村を対象とした調査を内閣官房を中心に実施しているところです。調査結果を踏ま
えながら、各種証明書の記載項目の簡素化・統一化についても検討してまいります。

◎

その他

 　御提案のいわゆる高度精製食品については、食品と添加物ではその取扱いに異なる部分が
あることから、摂取量や摂取形態等を勘案し、高度精製添加物と同様の安全性審査の方法を
とれるかどうかを含め、リスク管理機関である厚生労働省及びリスク評価機関である食品安全
委員会が連携し、当面は、個別の事例において対応していくことを検討しております。

△

現在国内では、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品及び添加物のうち、アミノ酸等の最
終産物が高度に精製された非タンパク質性」（以下、「高度精製」）の食品及び食品添加物も、「組換
えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査」を受けなければならない。
しかし諸外国では、最終産物に組換え体を含まない高度精製品は規制の対象外となっている。
高度精製添加物については、国内でも、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、
アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方（平成17年
4月28日食品安全委員会決定）」に従って安全性が確認されたものは、「遺伝子組換え添加物に該当
しない」との通知を受けることが可能なため、安全性審査の対象ではあるものの最終的な判断は海
外との齟齬がない。
一方で、高度精製食品については、安全性評価を行う食品安全委員会に添加物と同様の安全性評
価の考え方が存在しないため、現状では「最終産物に組換え体を含む食品」と同様、本則での評価
方法しか整備されておらず、その結果、「遺伝子組換え食品」として安全かどうかの審査を受けること
となり、海外規制との大きな乖離がある。
本来高度精製品は、製造工程で組換え微生物を用いてはいるが、その品目自体は純粋な化合物で
あり、EUや米国と同様に規制の対象外とするのが適切であると考えるが、「組換えDNA技術応用食
品及び添加物の安全性審査の手続き」（平成12年厚生省告示第233号）に従うのであれば、せめて高
度精製食品も「遺伝子組換え食品に該当しない」との判断が可能な安全性評価の枠組みがあってし
かるべきである。
「遺伝子組換え食品（微生物）の安全性評価基準」の中でも、「多岐に亘る遺伝子組換え食品（微生
物）を一律の基準で評価することが困難である場合もあり、食品の製法及び性状等に応じて個別に
追加された「安全性評価の考え方」に基づき安全性評価を行うことも必要とされる」と書かれており、
高度精製食品の安全性評価の考え方（附則）を作る素地は十分にある。
高度精製品は、組換え技術応用品か否かの検出が非常に困難であり、違反品の取り締まりが難しい
実態からも、法律を遵守する企業に不利益が生じないよう適切な評価枠を作って頂くことを強く要望
すると共に、安全性評価の実績が積まれた暁には組換え規制から除外されることを期待する。

(一社)国
際栄養
食品協
会

内閣府
厚生労
働省

　遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品又は添加物について
は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、食品、添加物等の規格基
準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）及び組換えDNA技術応用食品及
び添加物の安全性審査の手続（平成１２年厚生省告示第２３３号）に基
づき、品目ごとに厚生労働省が食品安全委員からの意見を聴いた上
で、その安全性について審査を行っています。
　食品安全委員会が実施している遺伝子組換え添加物や食品のリスク
評価においては、安全性が確認された既存の添加物や食品と比較し、
その安全性が同等以上であるかを確認します。
　添加物に関しては、厚生労働省では、食品衛生法に基づき、公衆衛
生の見地から、成分規格を設定するなどの管理措置を取っています。
食品安全委員会では、この管理措置を前提とし、遺伝子組換え添加物
のうち、高度に精製され、かつ非タンパク質性の添加物については、本
規格を満たす既存の添加物と同等の精製度であるか等、通常よりも評
価項目を絞った評価を行っており、この考え方について「遺伝子組換え
微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が
高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方（平成
１７年４月２８日食品安全委員会決定）」という附則を定めています。本
附則により安全性評価が終了した添加物が、いわゆる高度精製添加
物と呼ばれているものです。一方、遺伝子組換え微生物を利用して製
造された食品については、遺伝子組換え食品（微生物）の安全性評価
基準（平成２０年６月２６日食品安全委員会決定）により、その安全性を
評価する仕組みとなっております。

食品衛生法281130022
28年

11月30日
28年

12月19日



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

規制改革
推進会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

受付番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

【内閣府】
総合特区の推進に資する事業を行う事業者が金融機関から当該事業
を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関
を指定（以下「指定金融機関」という。）したうえで、予算の範囲内で最
大０．７％の利子補給金を支給します。利子補給の支給期間は、指定
金融機関が事業者へ最初に貸付けした日から起算して５年間です。

【内閣府】
総合特別区域法
第28条
総合特別区域法
第56条

【内閣府】
検討に着
手

【内閣府】
　生命保険会社は、生命保険契約により受け入れた保険料を長期に亘る企業貸付等により運
用しており、その資金は全国各地において企業の設備投資等に広く活用されているものであ
り、総合特区の推進に資する事業を行う事業者にとって資金調達手段の多様化につながると
考えられる一方、生命保険会社における融資はあくまで保険業務の健全かつ適切な運営のた
めの運用の一手段であると考えられます。
　本件は昨年度も同様の提案がなされており、生命保険会社の融資に対する営業審査体制や
融資による事業効果の検証体制やこれまでの実績等に関する検証を実施し、利子補給金を受
けることのできる金融機関に追加するか否かを、関係省庁と協議の上、検討しているところで
す。
　上記内容を踏まえ、総合特区の推進に資するかどうかを判断し、平成28年度中に結論を出
し、平成28年度中に必要な措置を講ずることとする予定です。

【環境省】
　金融機関が行う環境配慮型融資のうち、地球温暖化対策のための設
備投資への融資について、融資を受けた年から3カ年以内にCO2排出
を3％（又は5カ年以内に5％）以上削減することを条件として、年利1％
を限度として利子補給を行います。
　なお、支給対象となっている金融機関は、銀行、信用金庫及び信用
金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用
協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、農林中央
金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行で
す。

【環境省】
環境情報の提供
の促進等による
特定事業者等の
環境に配慮した
事業活動の促進
に関する法律（第
4条、第5条）、特
別会計に関する
法律（第85条第3
項第1号ホ）、特
別会計に関する
法律施行令（第
50条第7項第10
号）

【環境省】
その他

【環境省】
　環境配慮型融資促進利子補給事業については、平成27年度以降、環境配慮型融資の取組
が停滞している地域金融機関の取組の裾野拡大を図るため、環境配慮型融資に係る一定の
実績を有する金融機関と実績の乏しい地域金融機関との連携（知見の提供・共有等）によるシ
ンジケートローンに本事業の対象を限定することとしています。
　それを踏まえ、既に依頼させていただいています（一社）生命保険協会としての環境配慮型融
資に関する取組実績等を確認させていただいた上で対応を検討したいと考えています。

281130041
28年

11月30日
28年

12月19日
29年

1月31日

民間事業者
による行政情
報の有効な利
活用を推進す
るなど官民が
保有する情報
を連携するた
めの基盤の
構築

現在、官民が保有する情報を連携する基盤が存在しないため、情報の有効な利活用が図られておら
ず、国民・行政機関・民間事業者に多大なコスト・時間・労力が発生している。
番号法により導入された番号制度でも、現時点では民間事業者が行政情報を有効に利活用するた
めに官民間で情報連携を行うことはできず、法施行後３年（平成３０年１０月）を目途として検討を行
い、所要の措置を講ずることとされている。
同法では、災害対策の分野で番号制度が利用できるとされているが、激甚災害時に生命保険会社が
個人番号を利用できるのは、支払調書に記載する目的で保有している保険契約者や保険金受取人
の個人番号を自社内で顧客検索のキーとして用いる場合のみであり、安否情報や避難先などの確認
に利用することができない。
東日本大震災に際し、生命保険会社は被災地の戸別訪問等により安否確認をし、請求勧奨に努め
たが、災害時に生命保険会社からの照会に対して警察や市区町村が被災した被保険者等に関する
情報(死亡情報、最新の住所、避難先等)を提供できることが明確になれば、被災者に対するより確実
な保障の提供が可能となる。
なお、『日本再興戦略2016』には、災害発生時等における番号制度を用いたより効果的な避難状況
等の把握等につながる情報共有のあり方について方針を取りまとめることが掲げられている。
また、現行の番号法では利用範囲が社会保障等に限定されているが、公的社会保障を補完する生
命保険事業の公共性に鑑み、本人の事前同意を前提として、生命保険会社が平時においても行政
機関保有情報を利用することができれば、迅速かつ確実な保険金等の支払や適切な保全サービス
の提供に繋がり、安全・安心かつ豊かな国民生活の実現に寄与すると考えられる。
また、番号制度を利用することで、引越しや死亡等のライフイベントに応じたワンストップサービスとし
て、例えば、終身年金・死亡保険金の支払や住所変更の手続きを迅速かつ確実に実施することがで
きれば、特に高齢者に対する確実な契約管理、支払管理態勢の構築が可能となる。
さらに、マイナポータルが整備され、生命保険会社が電子私書箱を利用して通知を行うことができれ
ば、お客さまの利便性が一層向上する。例えば、当該機能を通じて保険料控除証明書の交付等を行
うことができれば、必要な最新情報をタイムリーかつ確実に提供することが一層可能となる。

(一社)生
命保険
協会

内閣官
房
内閣府
総務省

住民基本台帳に記録されている住所情報を含めた個人情報を入手す
るためには、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求又は住民票の写
しの交付請求により行うこととされており、また、個人情報保護の観点
から、一定の要件を満たさない限り、入手することはできないこととされ
ています。

具体的には、
①請求者本人または同一世帯員は、自身の住民票の写しの交付請求
が可能であること、
②一方、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行す
るために必要であると認められる場合に限り、閲覧または住民票の写
しの交付を請求することが可能であること、
③また、それ以外の第三者は、公益性の高い活動を行うために必要で
あると市町村長が認める場合に閲覧を請求することが可能であり、ま
た、自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体
に提出するため等、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある
場合に限り、住民票の写し等の交付を申し出ることが可能であること、
とされています。

マイナンバー法では、マイナンバーの利用範囲について、社会保障分
野、税分野、災害対策の分野で利用することが規定されています。
また、マイナンバーの利用範囲は、番号法附則第6条第1項において、
法律の施行後3年を目途として、必要があると認めるときは、国民の理
解を得つつ所要の措置を講ずるとされています。
なお、マイナポータルは平成29年1月より利用が開始され、マイナン
バー法の附則においては、その設置後、適時に、国民の利便性の向上
を図る観点から、民間における活用を視野に入れて検討を加え、その
結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとされています。

住民基本台帳法
第11条、第11条
の２、第12条、第
12条の２、第12条
の３

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等に
関する法律第9
条、附則第6条第
1項、第3項、第4
項

対応不可

現行制度
下で対応
可能

住民基本台帳から住所等の情報を入手するためには、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳
の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付によるべきものであり、ご要望のように、行政
機関が保有する住所等の情報を民間でも活用可能とするデータの基盤構築については、認め
られません。
また、ご要望のような情報の提供については、不必要な情報まで提供するおそれがあること、
住民基本台帳の情報が容易かつ大量に入手できるとともに、容易に他者に拡散するおそれが
あること等、個人情報保護の観点から適切でないため、制度化することはできないと考えてい
ます。

なお、公的個人認証サービスは住民票と連動しており、２種類の電子証明書の失効情報を確
認することで、基本４情報の変更や住民票の消除といった異動の契機を把握することができま
す。この仕組みは平成28年１月から民間事業者にも開放されており、顧客の現況確認等に活
用可能であることから、これを活用していただきたいと考えています。

一方で、マイナンバーそのものの利用範囲の見直しについては、番号法の規定に基づき、現行
の利用事務との関連性が高く、国民の利便性や行政の効率化の観点から効果の期待される戸
籍事務、旅券事務等への拡大の可能性について、内閣官房において検討を行っているところ
です。

　

281130042
28年

11月30日
28年

12月19日
29年

2月28日

利子補給金
制度における
支給対象先
の拡大

【提案の具体的内容】
・利子補給金制度（総合特区支援利子補給金、環境配慮型融資促進利子補給金の制度）における補
助金の支給対象に生命保険会社を加えて頂くことを要望します。

【提案理由】
・利子補給金制度において、金融機関が特定分野に係る企業貸付を行う際、利子補給を受けること
ができます。
・当制度では、生命保険会社は対象となっていませんでしたが、本年、エネルギー使用合理化特定設
備等導入促進事業費補助金（経産省）および環境リスク調査融資促進利子補給金（環境省）について
は、措置を講じて頂いています。
・他にも生命保険会社が対象となっていない利子補給制度がある中で、今年度は、総合特区支援利
子補給金（内閣府）と環境配慮型融資促進利子補給金（環境省）について、支給対象に加えて頂くこ
とを要望します。
・生命保険会社は、生命保険契約により受け入れた保険料を長期に亘る企業貸付等により運用して
おり、その資金は全国各地において企業の設備投資等に広く活用されています。
・したがって、利子補給金制度において、補給金の支給対象に生命保険会社を加えることは、企業の
資金調達手段の多様化や資金調達先の分散化に繋がり、ひいては地域経済や日本経済全体の発
展に繋がるものと考えられます。

(一社)生
命保険
協会

内閣府
環境省

　



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

規制改革
推進会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

受付番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

281208002
28年

12月8日
29年

1月16日
29年

1月31日

公益認定の
審査期間の
短縮（標準処
理期間の遵
守）

（具体的提案内容）
　公益認定法第５条に基づく公益認定において、審査の標準処理期間（４か月）の遵守を徹底するこ
と。

（提案理由）
　公益認定法第５条に基づく公益認定に当たっては、「公益認定等に関する標準処理期間について」
（平成２３年８月１日　内閣府大臣官房公益法人行政担当室）において、標準処理期間が４か月とさ
れているにもかかわらず、審査期間がそれを大幅に超過することが多々ある。例えば審査が１年以
上に及ぶこともある等、公益法人の設立に当たって、大きな障害となっている。

新経済
連盟

内閣府

　公益認定制度は、事業を実施している一般（社団・財団）法人が、自
らの判断により行政庁（内閣府又は都道府県）に申請を行い、公益認
定法に定める基準に適合していれば、当該法人に公益認定がされると
いう仕組みです。その効果として、行政庁の一定の監督があることによ
る法人の信用力の向上や、法人税や寄附金に係る税制上の優遇によ
る事業支援等があるものと考えています。このように公益認定制度は、
法人が事業を実施することを何ら妨げるものではなく、いわゆる「規制
行政」とは異なるものと認識しています。
　公益認定の申請をした一般社団・財団法人は、公益認定法第５条各
号に掲げる公益認定の基準に該当すると認められたときは、内閣総理
大臣又は都道府県知事の認定を受けることができます（法４条、５条）。
　　内閣府における公益認定の審査については、「公益認定等に関す
る標準処理期間について」（平成23年８月１日内閣府公益法人行政担
当室）において、通常要すべき期間を４か月としています。

公益認定法第４
条、第５条

現行制度
下で対応
可能

　公益認定制度においては、どのような事業を行っている法人でも公益認定の申請が可能であ
るため、多種多様な事業について公益性の審査を行うことになります。また、個別の申請によっ
ては、申請書類に不備があったり、申請内容が不明確で確認・修正等の作業が必要となったり
するものがあります。こうしたことから、審査期間が当初の想定を大きく超えることもあるため、
全ての申請に対して標準処理期間内に処分を行うことは困難ですが、可能な限り速やかに審
査が行われるよう努めているところです。

　なお、公益認定法上、一般社団・財団法人において、公益認定を受けなければ事業を実施で
きないということはありません。

　

281208003
28年

12月8日
29年

1月16日
29年

1月31日

公益法人の
収支相償原
則の更なる弾
力的運用（(1)
例外の適用
拡大）

（具体的提案内容）
　新経済連盟は、収支相償原則の撤廃を含めた公益法人制度の抜本的見直しを提案しているところ
であるが、ここでは、当面の対策として、収支相償原則の更なる弾力的運用について、本項目以下３
点を提案する。
　一点目として、単年度の収支相償原則の例外（特定費用準備資金の積立、公益資産取得資金の積
立等）について、より幅広く適用できるものとし、中長期的に収支が均衡することを一定の合理性を
もって説明できるものであれば認められるものとするとともに、複数年度にわたる法人財政の安定化
のための資金（財政安定化資金）についても含まれることとすること。

（提案理由）
　公益法人の収支相償原則については、内閣府が定めるガイドラインにおいても、特定費用準備資
金の積立、公益資産取得資金の積立等により、中長期的に収支が均衡することが確認されれば収
支相償を満たすものとされているが、それらの積立における剰余金解消計画について、行政庁によっ
ては、極めて具体的に使途を示すことができるものしか事実上認められない状況となっている。
　しかしながら、特に小規模の公益法人にとっては、毎年の収入（寄附、金融資産の運用収益　等）や
公益事業（例えば災害への緊急対応）の支出が不安定であることから、剰余金解消計画において具
体的な使途を示すことが困難な場合も多い。また、そうした事情から、複数年度にわたる法人財政の
安定化のための資金（財政安定化資金）が必要とされている。

新経済
連盟

内閣府

　公益認定制度は、事業を実施している一般（社団・財団）法人が、自
らの判断により行政庁（内閣府又は都道府県）に申請を行い、公益認
定法に定める基準に適合していれば、当該法人に公益認定がされると
いう仕組みです。その効果として、行政庁の一定の監督があることによ
る法人の信用力の向上や、法人税や寄附金に係る税制上の優遇によ
る事業支援等があるものと考えています。このように公益認定制度は、
法人が事業を実施することを何ら妨げるものではなく、いわゆる「規制
行政」とは異なるものと認識しています。
　公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業
の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはなりません
（法５条、14条） 。公益法人は、公益目的事業に係る法人税が非課税
になるなど税の優遇措置を受けることとなりますが、この「収支相償の
基準」は、公益法人が税制上の優遇を受けるための重要な前提となっ
ています。
　特定費用準備資金及び資産取得資金の積立については、「当該資金
の目的である活動を行うことが見込まれること」、「積立限度額が合理
的に算定されていること」など認定法施行規則第18条第３項各号（第22
条第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む）の要件を満た
すものでなければなりません（府令第18条、第22条4項）。

公益認定法第５
条第６号、第１４
条、施行規則第
18条、第22条4項

現行制度
下で対応
可能

　公益認定法における収支相償の基準は、必ずしも単年度で満たさなくてはならないものでは
なく、法人が実施する公益目的事業が拡大していくことを想定し、複数年度を通じて収支が均
衡する場合には基準に適合するものと取り扱われます。内閣府では、こうした法律の趣旨を踏
まえ、各法人の収支相償の基準適合性の確認をしています。さらには、こうした運用が各行政
庁でも徹底されるようブロック会議等を通じて積極的に情報共有を行っているところです。
　また、特定費用準備資金については、将来の公益目的事業を見据えて柔軟に活用すること
が可能であり、例えば予備費等、将来の一般的な備えや資金繰りのために保有している資金
を特定費用準備資金とすることはできませんが、将来の収支の変動に備えて法人が自主的に
積み立てる資金については、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて、活動見込みや積立
限度額の見積もりが可能であるなどの場合には、特定費用準備資金とすることが可能です。

　

現行制度
下で対応
可能

　公益認定制度においては、各行政庁が設置する各合議制の機関等の意見等を踏まえ、その
判断において公益認定の審査等を行う仕組みとなっていますが、内閣府においては、制度を安
定的に運用する観点から、各行政庁の対応が一定程度均質化されるよう種々の取組を行って
います。
　まず、毎年度、全国の担当者を集めた会議及び地域ブロックごとの会議を開催することによ
り、各行政庁であった事例の共有を図っています。
　公益認定の審査については、申請時に一般法人としての事業実績が無い法人でも、提出さ
れた申請書が、事業の公益性の有無等を十分判断できる内容となっていれば、審査（認定又
は不認定）を行うことは可能であり、内閣府及び都道府県が運営するホームページでは、その
旨公表しています。
　また、公益認定法第11条に基づく変更認定申請の考え方については、「公益目的事業に係る
変更認定・変更届出ガイド」を平成29年１月に公表し、周知を図っているところです。
　公益法人に対する報告徴収、立入検査については、「監督の基本的な考え方」（平成20年11
月21日内閣府）、「立入検査の考え方」（平成21年12月24日（平成26年５月14日一部改訂）内閣
府）をホームページに掲載するとともに、上記の全国規模の会議等の機会を捉えて、基本的な
考え方の周知及び関連情報の共有を行っています。
　今後とも、行政庁間での適切な情報共有を進め、対応の均質化・充実化を図ってまります。

　また、申請者に対する支援としては、都道府県が開催している相談会等のほか、内閣府で
も、関東及び全国各地域において、申請者に対する相談会及びセミナーを開催しています。今
後も、より多くの申請者に御利用いただけるよう努めてまいります。

　

（具体的提案内容）
　公益認定法第５条に基づく公益認定の審査、同法第１１条に基づく変更の審査、同法第２７条に基
づく報告等につき、各地域の行政庁の対応を均質化・充実化する観点から、担当者が共有するマ
ニュアルを充実化する等の対応を取ること。特に、公益認定の審査に当たって、一部の行政庁や担
当者において行われているような、一般財団・社団法人としての実績がなければ認定しないとの対応
を取ることのないよう、担当者向けマニュアル等を通じて徹底すること。
　また、更なる対応の充実化に向け、各担当行政庁に常設の相談窓口を設けた上で、経験豊富な相
談員を配置すること。相談員に対しては、内閣府による十分な研修を実施するなど、申請者に対し時
宜に応じた柔軟かつ適切な対応が可能な体制を整えること。さらには、将来的に公益法人の設立を
支援するセンターを設立することについて、検討すること。

（提案理由）
　公益法人制度を所管する内閣府公益認定等委員会、各都道府県の公益認定等審査会及びそれら
の事務局において、公益認定法第５条に基づく公益認定の審査、同法第１１条に基づく変更の審査、
同法第２７条に基づく報告等における対応が、各行政庁や、同じ行政庁でも担当者によって大きく異
なる事例が多々ある。例えば、行政庁や担当者によっては、公益認定の審査に当たって、一般財団・
社団法人としての実績がなければ認定しないとの運用を行っている例がある。また、公益認定に関
し、内閣府で１年以上審査が終わらなかった一方、地域の公益認定等審査会では同種の法人が半
年で認定されたケースがある。担当者も１～２年で交代することが多く、着任から間もない担当者の
場合、経験不足のため、公益認定の審査に限らず、事業報告に係る内容の確認等において、必要以
上の事務負担や時間を要することもある。
　また、行政庁によっては申請者に対する相談会等を実施しているところもあるが、なかなか予約が
取れないという問題がある。また、そもそも相談会等を実施していない行政庁もある。申請者に対す
る支援体制の不足から、時宜に応じた対応をしてもらえないということにつながっている。

新経済
連盟

内閣府

　公益認定制度は、事業を実施している一般（社団・財団）法人が、自
らの判断により行政庁（内閣府又は都道府県）に申請を行い、公益認
定法に定める基準に適合していれば、当該法人に公益認定がされると
いう仕組みです。その効果として、行政庁の一定の監督があることによ
る法人の信用力の向上や、法人税や寄附金に係る税制上の優遇によ
る事業支援等があるものと考えています。このように公益認定制度は、
法人が事業を実施することを何ら妨げるものではなく、いわゆる「規制
行政」とは異なるものと認識しています。
　公益認定の申請をした一般社団・財団法人は、公益認定法第５条各
号に掲げる公益認定の基準に該当すると認められたときは、内閣総理
大臣又は都道府県知事の認定を受けることができます（法４条、５条）。
　公益法人は、公益目的事業の種類又は内容の変更をしようとする場
合は、軽微な変更を除き、行政庁の認定を受けなければなりません（法
11条）。
　行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な
限度において、公益法人に対し報告徴収及び立入検査を行うことがで
きます（法27条。ただし、その権限は、欠格事由の調査を除き国又は都
道府県の合議制の機関に委任されています）。

公益認定法第４
条、第５条、第11
条、第27条

281208001
28年

12月8日
29年

1月16日
29年

1月31日

公益法人の
審査等におけ
る、各地域の
行政庁等によ
る対応の均質
化・充実化



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

規制改革
推進会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

受付番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

281208004
28年

12月8日
29年

1月16日
29年

1月31日

公益法人の
収支相償原
則の更なる弾
力的運用（(2)
二段階計算
方式を一段階
に）

（具体的提案内容）
　収支相償原則の更なる弾力的運用について、二点目として、二段階計算方式（各事業単位での収
支相償及び法人の公益活動全体での収支相償）を、一段階計算方式（法人の公益活動全体での収
支相償のみ）に改めること。

（提案理由）
　収支相償原則の趣旨は、公益法人が利益を内部で溜めず、公益目的事業に充てるべき財源を最
大限活用し、受益者を広げるものであると考えられ、そうであるとすれば、公益法人が行っている公
益目的事業全体の収支相償のみを問題とすべきあって、個別事業ごとに収支相償を求めることは過
剰である。個別事業ごとに厳しく収支相償を求めることで、法人として実施を躊躇する公益事業が生
じる、非効率な運営を招くなどの問題が生じている。

新経済
連盟

内閣府

　公益認定制度は、事業を実施している一般（社団・財団）法人が、自
らの判断により行政庁（内閣府又は都道府県）に申請を行い、公益認
定法に定める基準に適合していれば、当該法人に公益認定がされると
いう仕組みです。その効果として、行政庁の一定の監督があることによ
る法人の信用力の向上や、法人税や寄附金に係る税制上の優遇によ
る事業支援等があるものと考えています。このように公益認定制度は、
法人が事業を実施することを何ら妨げるものではなく、いわゆる「規制
行政」とは異なるものと認識しています。
　公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業
の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはなりません
（法５条、14条） 。公益法人は、公益目的事業に係る法人税が非課税
になるなど税の優遇措置を受けることとなりますが、この「収支相償の
基準」は、公益法人が税制上の優遇を受けるための重要な前提となっ
ています。
　収支相償かどうかについては、二段階で判断します。まず、第一段階
では、公益目的事業単位で事業に特に関連付けられる収入と費用とを
比較し、次に第二段階で、第一段階を満たす事業の収入、費用も含
め、公益目的事業を経理する会計全体の収入、費用を比較します（公
益認定等ガイドライン）。

公益認定法第５
条第６号、第１４
条

現行制度
下で対応
可能

　公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益目的事業を行うことを主た
る目的としており、 その実施により受益者の範囲が拡大していくことを志向しています。収支相
償の計算を二段階方式で行うことは、法人が実施する公益目的事業に関わる収支を、法人自
らが把握しやすくする効果があり、公益法人が公益目的事業を拡大していくのに適した仕組み
となっています。
　なお、複数の公益目的事業がある場合には、事業ごとに収支相償の計算を行いますが、各
事業が類似、関連し、公益目的事業を一つにまとめた方が事業を実施していく上で公益の増進
を図りやすい場合には、適宜まとめることも可能であり、その場合には、二段階で判断する必
要はなく、一段階で収支相償の計算を行うことが可能です。

　

281208005
28年

12月8日
29年

1月16日
29年

1月31日

公益法人の
収支相償原
則の更なる弾
力的運用（(3)
赤字の繰越
し）

（具体的提案内容）
　収支相償原則の更なる弾力的運用について、第三点として、ある事業年度で生じた赤字につき、翌
事業年度以降への繰越しを認めること。

（提案理由）
　収支相償原則については、単年度で剰余金が生じた場合には翌年度以降での解消を求められるも
のの、逆に損失が生じた場合には翌年度以降での埋め合わせが認められないという非対称なものと
なっている。また、そのため、単年度で損失が生じた場合には正味財産を取り崩さざるを得ないこと
があり、法人の規模縮小につながるほか、小規模法人にとっては法人自体の存立基盤を危うくさせる
結果となっている。
　中長期的に収支を均衡させるという収支相償原則の本来的な趣旨に照らせば、単年度の損失が生
じた場合には翌年度以降への繰り越しが認められるべきである。

新経済
連盟

内閣府

　公益認定制度は、事業を実施している一般（社団・財団）法人が、自
らの判断により行政庁（内閣府又は都道府県）に申請を行い、公益認
定法に定める基準に適合していれば、当該法人に公益認定がされると
いう仕組みです。その効果として、行政庁の一定の監督があることによ
る法人の信用力の向上や、法人税や寄附金に係る税制上の優遇によ
る事業支援等があるものと考えています。このように公益認定制度は、
法人が事業を実施することを何ら妨げるものではなく、いわゆる「規制
行政」とは異なるものと認識しています。
　公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業
の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはなりません
（法５条、14条） 。公益法人は、公益目的事業に係る法人税が非課税
になるなど税の優遇措置を受けることとなりますが、この「収支相償の
基準」は、公益法人が税制上の優遇を受けるための重要な前提となっ
ています。
　特定費用準備資金の積立については、「当該資金の目的である活動
を行うことが見込まれること」、「積立限度額が合理的に算定されている
こと」など認定法施行規則第18条第３項各号の要件を満たすものでな
ければなりません（府令第18条）。

公益認定法第５
条第６号、第１４
条、施行規則第
18条

現行制度
下で対応
可能

　公益認定法における収支相償の基準は、必ずしも単年度で満たすことを求めているのではな
く、法人が実施する公益目的事業が拡大していくことを想定し、複数年度を通じて収支が均衡
する場合には「違反」と取り扱うものではありません。内閣府では、こうした法律の趣旨を踏ま
え、各法人の収支相償の基準適合性の確認をしています。さらには、こうした運用が各行政庁
でも徹底されるようブロック会議等を通じて積極的に情報共有を行っているところです。
　また、特定費用準備資金については、将来の公益目的事業を見据えて柔軟に活用すること
が可能であり、例えば予備費等、将来の一般的な備えや資金繰りのために保有している資金
を特定費用準備資金とすることはできませんが、将来の収支の変動に備えて法人が自主的に
積み立てる資金については、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて、活動見込みや積立
限度額の見積もりが可能であるなどの場合には、特定費用準備資金とすることが可能です。

　

281208006
28年

12月8日
29年

1月16日
29年

1月31日

公益法人の
事業内容の
変更につき、
認定を要しな
い「軽微な変
更」の範囲の
明確化と拡大

（具体的提案内容）
　公益認定法第１１条第１項に基づく公益法人の事業内容の変更に当たっては、同法施行規則第７
条で定める「軽微な変更」に該当する場合には、行政庁の認定を要しないこととされている。同条第３
号では、「軽微な変更」に該当するものの一つとして、「公益目的事業･･･の内容の変更であって･･･申
請書の記載事項の変更を伴わないもの」と定められており、更に、同法の「よくある質問（FAQ）」にお
いて「事業の公益性についての判断が明らかに変わらず、申請書に参考情報として記載されている
に過ぎない事項の変更と認められる場合は、申請書の記載事項の変更を伴わないものとして、変更
の届出を行う」とされている。変更内容が公益目的事業としての要件を満たしているかどうかに影響
のないものについては、上記「よくある質問」のケースに該当すると考え、変更認定を要しないことと
すること。また、具体的にどのようなものであれば、このようなケースに該当するのか、担当者向けマ
ニュアル等で明確にすること。
　さらに、事業内容の変更時に上記のような問題が生じないよう、法人設立時の公益認定に係る申請
書の記載事項についても、具体的にどのような記載が必須であり、どのような記載が参考情報に該
当するか、申請者向けの手引き、担当者向けマニュアル等で明確にすること。

（提案理由）
　例えば、公益目的事業の一環として実施する個別イベントの会場の変更などのように極めて些細な
変更でも、「軽微な変更」に該当しないとして扱われ、変更認定の申請を求められている実態がある。
行政庁が変更認定を要すると指導する対象範囲が広すぎるため、法人の事務負担を過度に増やし
ているため改善の必要がある。

新経済
連盟

内閣府

　公益認定制度は、事業を実施している一般（社団・財団）法人が、自
らの判断により行政庁（内閣府又は都道府県）に申請を行い、公益認
定法に定める基準に適合していれば、当該法人に公益認定がされると
いう仕組みです。その効果として、行政庁の一定の監督があることによ
る法人の信用力の向上や、法人税や寄附金に係る税制上の優遇によ
る事業支援等があるものと考えています。このように公益認定制度は、
法人が事業を実施することを何ら妨げるものではなく、いわゆる「規制
行政」とは異なるものと認識しています。
　公益法人は、公益目的事業の種類又は内容の変更をしようとする場
合は、行政庁の認定を受けなければなりません（法11条）。ただし、内
閣府令で定める軽微な変更についてはこの限りではなく、変更届出で
足りるとされています（同条ただし書及び法13条）。そして、この「軽微な
変更」の一形態として「公益目的事業の内容の変更であって、申請書
の記載事項の変更を伴わないもの」である場合は、変更届出でよいこ
ととされています。（府令７条３号）

公益認定法第11
条、第13条、施行
規則第７条

現行制度
下で対応
可能

　公益目的事業の内容の変更であっても、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大す
る場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらないと認められる場合は、変更
認定ではなく、変更届出の手続を行うこととなります。また、変更認定が必要か、変更届出で足
りるのか分かりづらいとの声を踏まえ、平成29年１月に「公益目的事業に係る変更認定・変更
届出ガイド」を作成・公表したところです。同ガイドでは、具体的な事例を参照しながら、変更認
定申請が必要な場合、変更届出でよい場合の判断に関する基本的な考え方等を示していま
す。
　申請書の記載事項について、申請された公益目的事業の内容によって、公益性の判断に必
要となる情報は大きく異なってくるため、一概に「必須事項」、「参考情報」を明示することはでき
ませんが、どのような内容を記載すべきかについては、「申請の手引き　公益認定編」に記載し
ているところです。
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